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令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率 

  

 

 今治市の令和６年度決算に係る健全化判断比率は次のようになっています。どの比率も

早期健全化基準を超えるものはありません。 

(単位：％ ) 

実質赤字比率  連結実質赤字比率  実質公債費比率  将来負担比率  

―  

(11.36) 

―  

(16.36) 

8.0 

(25.0) 

―  

(350.0) 

―  ―  9.3 ―  

（   ）内は早期健全化基準  ※下段は令和５年度の比率  

 

 

 

１ 実質赤字比率 

 実質赤字比率の算定となる会計及びそれぞれの決算状況は次表のとおりです。実質赤字

は生じていないため、実質赤字比率は「―」（実質赤字なし）となります。 

 

一般会計等に係る実質収支額                       (単位：千円) 

会  計  名 
歳入総額 

(Ａ) 

歳出総額 

(Ｂ) 

翌年度へ繰越

すべき財源

(Ｃ) 

実質収支額 

(Ａ)－(Ｂ)－

(Ｃ) 

一般会計 84,990,602 80,749,871 653,725 3,587,006 

用地取得特別会計 0 0 0 0 

墓園事業特別会計 36,321 39,463 0 △3,142 

一般会計等合計(Ａ) 85,026,923 80,789,334 653,725 3,583,864 

標準財政規模(Ｂ)    44,277,595 

 (Ａ)/(Ｂ)  (％)    8.09 

実質赤字比率(％)    ― 

※ 歳入及び歳出はそれぞれの会計の重複額を控除した純計による。また、支払繰延額及び事業繰越額はそれぞ

れの会計で皆無であるため、記載を省略している。 
 
 

 



- 2 - 

 

２ 連結実質赤字比率 

 連結実質赤字比率の算定となる会計及びそれぞれの決算状況は次表のとおりです。全会

計合計で連結実質赤字は生じていないため、連結実質赤字比率は「―」（連結実質赤字なし）

となります。 

 

全会計に係る実質収支額                         (単位：千円) 

会  計  名 
歳入総額 

(Ａ) 

算入 

地方債 

(Ｄ) 

歳出総額 

(Ｂ) 

翌年度へ繰越 

すべき財源 

(Ｃ) 

解消可能

資金不足

額 

（Ｅ） 

実質収支額 

(Ａ)－(Ｂ) 

－(Ｃ)－

(Ｄ)＋（Ｅ） 

一般会計等 85,026,923  80,789,334 653,725  3,583,864 

水道事業会計 3,790,363  760,019 ―  3,030,344 

簡易水道事業特別会計 107,460  14,252 ―  93,208 

工業用水道事業会計 2,688,340  91,184 ―  2,597,156 

下水道事業会計 1,104,405 12,528 511,989 ―  579,888 

船舶交通特別会計 258,422  258,422 ―  0 

港湾事業特別会計 333,145  316,371 14,330  2,444 

鉱泉供給事業特別会計 14,544  10,495 ―  4,049 

駐車場特別会計 15,781  10,428 ―  5,353 

国民健康保険特別会計 16,666,757  16,355,091 ―  311,666 

後期高齢者医療特別会計 3,088,214  3,007,654 ―  80,560 

介護保険特別会計 19,732,773  19,160,519 ―  572,254 

全会計等合計(Ａ)      10,860,786 

標準財政規模(Ｂ)      44,277,595 

(Ａ)/(Ｂ)  (％)      24.52 

連結実質赤字比率(％)      ― 

※ 法適用の水道事業会計、簡易水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の歳入総額は、流

動資産から控除財源を控除した額を、歳出総額は、流動負債から企業債を控除した額である。また、支払繰
延額及び事業繰越額はそれぞれの会計で皆無であるため、記載を省略している。 

※ 算入地方債は、建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 

※ 解消可能資金不足額は、事業の性質上、事業開始後の一定期間構造的に生じる資金の不足額がある場合にお
いて、資金の不足額から控除する一定の額。控除した後の資金不足額が生じていない場合は、0 となる。 
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３ 実質公債費比率 

 実質公債費比率の状況は、次表のとおりです。 

 令和４年度、令和５年度、令和６年度の３か年平均で、8.0％となり、早期健全化基準

25.0％の基準内となっています。 

 

実質公債費比率の状況                          (単位：千円) 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 ３か年平均 

公債費充当一般財源等額（Ａ） 10,485,464 9,489,741 7,847,571 

 

準

元

利

償

還

金 

満期一括償還地方債の 1 年当た

りの元金償還金に相当するもの 
0 0 0 

公営企業に要する経費の財源と

する地方債の償還の財源に充て

たと認められる繰入金 

1,536,802 1,672,433 1,441,439 

組合等への負担金・補助金のう

ち、組合等が起こした地方債の

償還の財源に充てたと認められ

るもの 

0 0 0 

公債費に準ずる債務負担行為に

係るもの 
55,059 55,054 40,220 

一時借入金の利子 0 0 0 

小    計（Ｂ） 1,591,861 1,727,487 1,481,659 

基準財政需要額算入額（Ｃ） 9,494,801 7,581,922 6,735,533 

標準財政規模（Ｄ） 45,865,838 43,217,570 44,277,595 

実質公債費比率（％） 

（（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ））/（（Ｄ）－（Ｃ）） 
7.1 10.2 6.9 8.0 

※分子となる（Ａ）及び（Ｂ）の額は、特定財源を控除した後の額を記載している。 
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４ 将来負担比率 

 将来負担比率の状況は、次表のとおりです。 

 充当可能財源等が将来負担額より大きいため、「―」（将来負担なし）となっており、早

期健全化基準 350.0％の基準内となっています。 

 

将来負担比率の状況                         （単位：千円、％） 

将来負担額 充当可能財源等 
差 引 

項  目 金 額 構成比 項  目 金 額 

地方債の現在高 49,987,295 65.3 充当可能基金 37,179,957 

 

債務負担行為に基づく 

支出予定額 
71,195 0.1 充当可能特定収入 2,518,730 

公営企業債等繰入見込額 16,454,783 21.5 
基準財政需要額算

入見込額 
58,800,221 

組合等負担等見込額 0 0.0 

  

退職手当負担見込額 10,061,028 13.1 

設立法人等の負担見込額 0 0.0 

連結実質赤字額 0 0.0 

組合等連結実質赤字額負

担見込額 
0 0.0 

合 計（Ａ） 76,574,301 100.0 合 計（Ｂ） 98,498,908 
（ア） 

△21,924,607 

標準財政規模（Ｃ） 44,277,595 

 基準財政需要額算

入公債費等の額

（Ｄ） 

6,735,533  

（イ） 

37,542,062 

将来負担比率（％） （ア）/（イ） ― 
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５ 資金不足比率 

 公営企業の令和６年度決算に係る経営健全化比率は次のようになっています。全公営企

業において資金不足は生じていないため、それぞれの会計の資金不足比率は「―」（資金不

足なし）となっています。 

 

各公営企業の会計別資金不足比率               (単位：千円、％) 

特別会計の名称 

実質収支額・ 

資金剰余(不足)

額 （Ａ） 

事業の規模（Ｂ） 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 3,030,344 3,005,931 ― 

20.0 

簡易水道事業会計 93,208 6,764 ― 

工業用水道事業会計 2,597,156 251,375 ― 

下水道事業会計 579,888 2,610,920 ― 

船舶交通特別会計 0 77,048 ― 

港湾事業特別会計 2,444 150,817 ― 

鉱泉供給事業特別会計 4,049 8,857 ― 

 

 

６ 各比率の推移 

 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実質赤字比率 ― ― ― ― ― 

連結実質赤字比率 ― ― ― ― ― 

実質公債費比率 11.6 11.2 9.6 9.3 8.0 

将来負担比率 ― ― ― ―      ― 
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健全化判断比率等の概要について 

 

（１） 実質赤字比率 

（算式） 

実質赤字比率 ＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

  

・ 一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち公営事業会計以外のもの

における実質赤字の額 

・ 実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

  

 実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模（臨時財政対策債

発行可能額を含む）に対する比率のことです。実質赤字とは、歳入不足のため、翌年度歳

入を繰り上げて充用した額（繰上充用額）のほか、実質上の歳入不足のため、支払いを翌

年度に繰り延べた額（支払繰延額）と事業を繰り越した額（事業繰越額）の合計額のこと

です。 

 

（２） 連結実質赤字比率 

（算式） 

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

  

・ 連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額 

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外

の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足

額の合計額 

ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計

の実質黒字の合計額 

ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余

額の合計額 

 

 連結実質赤字比率とは、当該地方公共団体の一般会計等の会計のみならず、公営事業に

係る特別会計を含めた、当該団体の全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する

比率のことです。なお、公営企業の場合の実質赤字額は、資金不足額で表されます。 

※「資金不足額」については、（５）資金不足比率をご参照ください。 
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（３） 実質公債費比率 

（算式） 

実質公債費比率 

（３か年平均） 
＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

  （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

・ 準元利償還金：イからホまでの合計額 

イ 満期一括償還地方債について、償還期限を 30年とする元金均等年賦償

還とした場合における１年当たりの元金償還金相当額 

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企

業債の償還の財源に充てたと認められるもの 

ハ 組合、地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等

が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

ホ 一時借入金の利子 

 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

に対する比率のことです。 
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（４） 将来負担比率 

（算式） 

将来負担比率 ＝ 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

            地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

・ 将来負担額：イからチまでの合計額 

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 5 条各号の経費に係

るもの） 

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの

繰入見込額 

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体から

の負担等見込額 

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会

計等の負担見込額 

へ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務

を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営

状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

ト 連結実質赤字額 

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

 

・ 充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第 241

条の基金 

 

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比

率であり、ストックの指標と呼ばれています。 

 

 



- 9 - 

 

（５）資金不足比率 

（算式） 

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

 

・ 資金の不足額：【法適用企業】 

（流動負債＋建設改良費以外の経費に財源に充てるために起こし

た地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

【法非適用企業】 

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費以外の経費に

財源に充てるために起こした地方債の現在高）－解消可能資金不

足額 

 

・ 事業の規模：【法適用企業】 

営業収益の額－受託工事収益の額 

【法非適用企業】 

営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 


